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第１章 計画の趣旨 

 

１ 計画策定の背景と目的 

少子高齢化や人口減少社会の進行等により、全国的に空き家は増加傾向にあ

り、適切に管理されていない空き家が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境

に深刻な影響を及ぼしています。 

二宮町（以下、「町」という。）でも、平成 11（1999）年以降、総人口は減少傾

向にあり、平成 28（2016）年には 28,244 人まで減少しました（図１）。今後、

少子高齢化と人口減少に伴う空き家の増加が予想され、所有者等が不明のまま

管理が行き届かず、倒壊の危険性がある空き家や、衛生・景観の悪化を引き起こ

す空き家が増えるなど、地域住民の生活環境に影響を及ぼすことが懸念されま

す。 

こうした空き家問題が全国的に表面化している状況を背景に、地域住民の生

命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用の促進を目的とした「空

家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「空家法」という。）」が平成 27（2015）

年５月に全面施行されました。 

空家法では、空家等の適切な管理について所有者等の第一義的な責任を前提

としながら、住民に最も身近な行政主体である市町村が、地域の実情に応じて、

空家等に関する対策を実施することとしています。 

本計画は、町が実施する空き家に関する対策について基本的な考え方を示す

とともに、空家等対策を総合的かつ計画的に実施することを目的として、空家法

第６条に基づき、策定するものです。 

 

図１ 町の総人口推移 
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出典：国勢調査、神奈川県人口統計調査(平成 12,17,22,27年以外)をもとに作成（二宮町統計書より） 
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第２章 空家等対策計画の基本的指針 

 

１ 基本理念 

空き家の管理に関し、空家法第３条では「所有者又は管理者（以下、「所有者

等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な

管理に努めるものとする」としています。一方で、所有者等の経済的な事情など

により十分な管理が行うことができず、放置されたままの空き家が多数存在し

ます。 

そこで、空き家の問題を個人の問題としてではなく、地域全体の問題と捉え、

所有者等、地区住民や事業者等及び町が連携して対策に取り組んでいくことを、

本計画の基本理念とします。 

 

２ 位置付け 

 町の空家等対策は、空家法第６条に基づく計画であり、上位計画である二宮町

総合計画と都市づくりの方針を定めた都市計画マスタープランとの整合を図り

ます。 

 

【二宮町空家等対策計画の位置付け】 
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３ 対象地区 

 平成 27（2015）年度に町が実施した二宮町住宅ストック管理流通活用調査（以

下、「空き家実態調査」という。）により、町内全域に空き家が分布していること

が把握でき、町内全域で空家等対策を行うことが必要であることから、計画の対

象地区を町内全域とします（調査の結果については、次章参照）。 

 

 

４ 対象空家 

空家法第２条第１項に規定する空家等のうち、一戸建て住宅（店舗等併用住宅

を含む）を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画期間 

本計画は、第５次二宮町総合計画と整合を図るため、平成 30（2018）年度か

ら平成 34（2022）年度までの５年間を計画期間とします。 

 なお、計画期間中においても、法改正や社会情勢の変化等が生じた場合には、

必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 

 

  二宮町空家等対策計画 計画期間 

 H30（2018） H31（2019）    H34（2022） 

二宮町総合計画 

  

空家等対策計画 

  

対象地区：町内全域 

対象空家：一戸建て住宅（店舗等併用住宅を含む） 

計画期間：５年間 

平成 30（2018）年度～平成 34（2022）年度 

 

中期基本計画 後期基本計画 

二宮町空家等対策計画 

適宜計画の見直し 

※空家等の定義（空家法第２条第１項）  

この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住そ

の他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に

定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するもの

を除く。 
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第３章 空き家の現状 

 

１ 空き家に関する調査 

国（総務省統計局）は、住戸（住宅及び住宅以外で人が居住する建物）に関す

る実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他の住宅等に居住し

ている世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らか

にすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得る「住宅・土地統計調査」

を５年に１度、実施しています。 

また、町では、平成 27（2015）年度に空き家の分布傾向や発生原因、特性を

明確化するために、空き家実態調査を実施しました。 

平成 25（2013）年度に国が実施した「住宅・土地統計調査」と町が実施した

「空き家実態調査」の比較は以下のとおりです（表１）。 

 

表１ 住宅・土地統計調査と空き家実態調査の比較 

 住宅・土地統計調査 空き家実態調査 

調査機関 総務省 二宮町 

調査年 平成 25（2013）年度 平成 27（2015）年度 

対象物件 

○住宅 

○住宅以外で人が居住する建物 

※会社や学校の寮等 

○戸建て住宅 

（店舗等併用住宅・共同住宅は対象外） 

空き家数 
1,810戸 

（その内「その他の住宅」が 560戸） 
254戸 

建物総数 13,010戸 
8,405戸 

（H22国勢調査より） 

空き家率 13.9％ 3.0% 

調査の特徴 

全国一斉に行われる統計調査で、平成

25（2013）年度は二宮町から約 800戸を

抽出して調査が行われました。空家法で

規定する空家等以外の建物も含まれま

すが、全国を同条件で調査しているため

に、他市町村との比較がしやすい指標と

なります。本調査における空き家の分類

のうち、「その他の住宅」が管理不全と

なる可能性が高いとされています。 

６か月以上の水道閉栓情報と地区か

らの情報提供を基に、現地での外観目視

により実施した調査です。調査結果につ

いて、データベースを作成しており、今

後、町の空き家への対策を進めていく上

での基礎資料となります。 

 ※住宅・土地統計調査では、共同住宅の空室を一室単位で空き家として含みます。また、入居前の新築住宅や建築
中の住宅であっても戸締りができる程度になっている場合は、内装が完了していなくても空き家に含んでいます。
そのため、戸建て住宅を対象とし、水道閉栓情報を基に実施した空き家実態調査とは、空き家数が異なります。 
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２ 住宅・土地統計調査の結果 

住宅・土地統計調査における「空き家」は、「二次的住宅」、「賃貸用の住宅」、

「売却用の住宅」、「その他の住宅」に分類され、その定義は以下のとおりになっ

ています（表２）。 

 

表２ 住宅・土地統計調査における空き家の分類・定義 

二次的住宅 

別荘（週末や休暇時に避暑・避寒・保養等の目的で使用される

住宅で普段は人が住んでいない住宅）及びその他（普段住んで

いる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、

たまに寝泊まりしている住宅）を合計したもの 

賃貸用の住宅 新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 

売却用の住宅 新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

その他の住宅 
上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤、入院等の

ために取り壊すことになっている住宅 

 

（１）全国の空き家の現状 

平成 25（2013）年度の調査時点では全国の空き家数は 820万戸となり、平

成 20（2008）年度に比べ 63万戸（8.3%）増加しました。また、空き家率は

13.5%と 0.4 ポイント上昇し、空き家数・空き家率ともに過去最高となりま

した（図２）。 

 

図２ 全国の総住宅数、空き家数及び空き家率の推移 

 

出典：平成 25年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局）をもとに作成 
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（２）町の空き家の現状 

 平成 25（2013）年度における町の総住宅数は 13,010戸で、平成 20（2008）

年度に比べ 1,080戸増加し、空き家数も 1,810戸と平成 20（2008）年度より

390戸増加しています（図３）。 

また、空き家率は 13.9%と、国平均を 0.4ポイント、県平均を 2.7ポイン

ト上回り、過去最高となっています（図４）。 

分類別内訳では「賃貸用の住宅」が 1,060 戸と最も多く、次いで、「その

他の住宅」、「二次的住宅」と続いています（図５）。 

また、管理不全となる可能性が高いとされている「その他の住宅」は 560

戸と、平成 20（2008）年度より 240戸増加しています。 

 

図３ 町における総住宅数・空き家数・空き家率の推移 

 
  出典：平成 25年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局）をもとに作成 
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図４ 国・県平均と町の空き家率の推移 

 

出典：平成 25年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局）をもとに作成 

 

図５ 平成 25年度住宅・土地統計調査における町の空き家の分類別内訳 

 
出典：平成 25年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局）をもとに作成 
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３ 空き家実態調査の結果 

町では、町内全体の空き家の分布傾向や所有者等の意向等から発生原因や特

性を明確化し、空き家の適正管理及び流通促進を図るために、平成 27年度（2015

年度）に空き家実態調査を実施しました。 

 

（１）調査方法 

神奈川県企業庁より、６か月以上閉栓している戸建て住宅（独立住宅）

の情報を取得し、住民基本台帳や住宅地図から把握可能な範囲での物件の

現状把握、現地での外観等調査のほか、近隣住民や各地区からの情報提供

により空き家を特定しました。 

 

【空き家調査のフロー図】 
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（２）調査結果 

   調査により空き家と判定された物件数は 199 件であり、後に地区から空

き家候補に関する情報を収集し、最終的に 254 件の空き家を確認していま

す。また、空き家は町内全域に分布しています（図６）。 

 

図６ 地区ごとの空き家分布状況 
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（３）町における空き家の特性 

ア 分析対象から「未登記」の 42件、「登記簿上で建築不明」の２件を除いた

物件のなかで、町には高経年物件の空き家が多数存在し、空き家のうち約

3/4が 34年以上、約半数が 43年以上であり、町内にある空き家のほとんど

が国の滅失住宅の平均築後経過年数（30年程度）を上回っています（表３、

表４）。 

※分析対象物件は、地区からの情報提供を除く 199件としています。 

 

表３ 築年数 

 築年数

（年） 

最大値 65 

第 3四分位点 47 

中央値 43 

第 1四分位点 34 

最小値 ５ 

平均値 39.8 

分析対象物件数 199 件のうち

「不明」の物件を除いた総計 
155件 

出典：平成 27年度空き家実態調査をもとに作成 

 

  表４ 築年数区分別分析対象物件数・割合 

築年数 件数 

0～10年未満 ２件 

10～20年未満 ６件 

20～30年未満 21件 

30～40年未満 36件 

40～50年未満 71件 

50年以上 19件 

不明 44件 

総計 199件 

出典：平成 27年度空き家実態調査をもとに作成 

 

 

  

・空き家の築年数は最小５年から

最大 65 年まで 

・中央値は 43 年 

・不明 

「未登記」42 件、 

「登記簿上で建築不明」２件 
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イ 空き家となった理由・背景 

 空き家となった理由については、売却・賃貸としての活用を図っているも

のの、いまだ居住者が決まっていないこと、相続を経て空き家となったこと、

転居や長期入院等によって一時的に空き家になったこと等が挙げられまし

た（表５）。 

 

 

 

 

 

 

表５ 常時使用しなくなった理由別回答者数・比率 

※回答数 104件（複数回答あり・比率は無回答の２件を除く、102件を母数とする） 

出典：平成 27年度空き家実態調査をもとに作成 

 

 

 

 

 

 

 

非使用の理由 回答数 比率 比率（類型後） 

①以前より売却・賃貸として利活用を図っているが

今は居住者が未定のもの 
44.1% 

賃借人の転居 38件 37.3% 

売却・賃貸先が未定 ７件 6.9% 

②相続を経て空き家となったもの 

25.5% 相続したが居住者がいない 22件 21.6% 

相続人が未定 ４件 3.9% 

③一時的に空き家となっているもの 

19.6% 一時的な転居 ３件 2.9% 

長期入院・施設入所等 17件 16.7% 

転居 18件 17.6% 17.6% 

その他 10件 9.8% 0.1% 

 

無回答 ２件 

※以下の表５、表６は、物件の外観等調査後に行われたアンケート調査の結果を反映しています。 

・回収数 123（回収率 51.5％）/調査対象者数 239 名 

・このうち空き家の使用頻度に関し、「常時使用している」と回答した 19 件を除く、104 件を

対象としています。 
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ウ 空き家物件の流通・利活用がされていない理由 

  流通や利活用がされていない空き家が多く存在し、その背景としては以下

の理由が挙げられています。 

①建物が老朽化している 

②市場への流通が困難で、売買先・賃貸先が決まらない 

③取り壊したいが、費用等の問題により取り壊せない 

④相続等、権利に係る問題により検討が進まない 

 

エ 行政支援に対する希望 

   所有者等からは行政に対し、「借り手の仲介」、「行政による借上げ」、「費

用の助成」等、直接的な支援と、「相談・専門家の紹介」等、間接的な支援

を希望する回答が挙がっています（表６）。 

 

表６ 行政の支援に対する希望別回答者数・比率 

行政支援の希望 回答数 比率 

相談・専門家

紹介 

修繕・管理の専門家（建築・不動産等）の紹介 17件 22.4% 

資金繰り等の専門家（金融・不動産等）の紹介 ７件 9.2% 

DIY型賃貸借に関する相談・専門家の紹介 ６件 7.9% 

定期借家契約に関する相談・専門家の紹介 ５件 6.6% 

助成等 耐震性・老朽化等の診断に掛かる支援 15件 19.7% 

修繕費用の助成 20件 26.3% 

取壊し費用の助成 20件 26.3% 

情報発信の

補助 
空き家バンクへの掲載 ５件 6.6% 

より直接的

な支援 

良い借り手の仲介 25件 32.9% 

行政による借上げ 22件 28.9% 

その他 18件 23.7% 

   

無回答 28件 

 ※回答数 104件（複数回答あり・比率は無回答の 28件を除く、76件を母数とする） 

出典：平成 27年度空き家実態調査をもとに作成 
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第４章 空家等対策計画の取組内容 

 

１ 空き家の実態把握に関する事項 

空家等対策を進めるうえでは、町内の空き家の状況を的確に把握する必要が

あります。そこで町では、平成 27（2015）年度に実施した空き家実態調査の情

報を基本のデータベースとし、空き家の状況確認や情報の更新及び必要な対策

を講じていきます。 

 

（１）空き家データベース 

   空き家実態調査によって把握した空き家情報を基に空き家データベース

を作成し、位置・所有者・現況記録・写真等の情報のほか、所有者等との連

絡内容、空き家の管理に関する経過等を、データベース化しています。これ

らの情報を、庁内関係部署で共有し、適正管理の促進及び利活用等の資料と

して活用していきます。 

   また、特定空家等については、措置の内容及びその履歴についても併せて

データベース化していきます。 

空き家データベースは、空き家に関する地区住民からの情報提供により、

適宜更新を行っていきます。 

 

（２）調査結果の活用 

  近隣住民に迷惑を及ぼす空き家について町民相談があった際には、空き家

データベースをもとに、庁内関係部署による現地確認を実施し、情報の収集

及び蓄積を行うとともに、適正な管理に向けて、所有者等への文書依頼や意

向確認等に取り組んでいきます。 

  なお、利活用の意向が確認できた物件については、空き家バンクへの登録

を促し、利活用へとつなげていきます。 
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２ 具体的な取組方針 

平成 27（2015）年度に実施した空き家実態調査により、町内の各地区に空き

家が分布し、また、適正な管理がされず、利活用や処分等が行われていない空き

家が存在することを把握しました。このような空き家は、今後ますます増加して

いくおそれがあります。 

空き家が増加していけば、防災や衛生、景観等の地域の生活環境に悪影響を及

ぼすため、所有者等による住宅の健全化や、相続時等の権利所在の明確化、空き

家所有者への意識啓発等の対策が必要となってきます。 

 そのため、空き家が放置されることを未然に防ぐための機能を確保すること

や、空き家の所有者に対して適正な管理の必要性を周知することを、重要な施策

として位置づけます。 

 また、所有者等の合意があり流通が可能な物件に関しては、中古住宅の市場へ

の流通を図り、利活用の促進を行うことを位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）空き家化の予防 

   空家等対策では問題が深刻化する前に、早期に対応をとることが重要と

なります。所有者等への意識啓発等を行い、管理不全な空き家の増加を抑制

するための対策を推進します。 

ア 所有者等への啓発 

空き家化の予防の必要性を広報紙やセミナー等を用いて広く周知し、空き

家に対する問題意識を高めます。 

 

本計画における空き家に関する取組方針 

（１）空き家化の予防 

   空き家の増加を抑制し、空き家化の予防に必要な措置を講じます。 

（２）空き家の適正管理の促進 

   空き家が周囲の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理がさ

れるために必要な措置を講じます。 

（３）空き家の流通・利活用の促進 

空き家を住宅ストックとして捉え、中古住宅の市場への流通を図り継

続的な利活用を促進します。 
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イ 高齢者への意識啓発 

   相続の問題により空き家になってしまう例が多く発生しているため、高

齢者やその家族に対し、持ち家の贈与の検討や相続等について広報紙やセ

ミナー等を用いて意識啓発を行い、権利所在の明確化を促進します。 

 

ウ 納税通知書を利用した啓発 

固定資産税の納税者や納税管理人に通知される納税通知書に、空き家の適

正管理や相続に関する啓発のお知らせ等を同封し、町内に土地建物を所有す

る方に対して啓発を行います。 

 

エ 助成制度の周知 

   既存住宅の良質化や長寿命化を行うことで、流通や利活用を容易に行う

ことができるため、居住用木造建築物耐震診断や改修工事、住宅リフォーム

助成等の補助事業等について周知します。 

 

（２）空き家の適正管理の促進 

   空き家の適正管理を促進するために、所有者等に対して助言や指導によ

る支援を行います。 

ア 関係団体等との協力体制による空き家相談窓口の設置 

   庁内関係部署・専門家団体等との連携により、空き家の問題に対応する相

談窓口を設置し、所有者等や地区住民からの相談に応じられる体制整備を

進めます。 

 

イ 空家法の活用による実態把握 

空家法第 10 条では、固定資産税の課税情報を用いて所有者等を把握する

ことができると規定しています。これにより、固定資産税情報より空き家の

所有者等を把握し、空き家の管理状況・地区住民への影響等の確認を行い、

その適正管理の促進に努めます。 

 

 ウ 地区による見守り体制 

   地区住民からの情報提供により、空き家を早期発見し所有者等に管理を

促せるよう、見守り体制を構築します。 
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（３）空き家の流通・利活用の促進 

   未利用の空き家の市場への流通を図り、継続的な利活用を促進するとと

もに、定住促進を図ります。 

ア 空き家バンク制度の活用 

  空き家バンク制度の活用により、未利用のままになっている空き家を、売

却・賃貸を希望する所有者等に登録してもらい、購入・賃借したい利用希望

者のニーズに応じて情報提供を行うことで、中古住宅の流通を図り、移住・

定住及び地域活性化を促進します。 

 

イ 地域コミュニティ施設等としての活用 

   地区に存在する空き家を、地区集会施設や地域福祉の拠点として活用す

ることについて、地区と連携しながら検討します。 

  

 ウ 空き家相談会及びセミナーの開催 

  専門家団体と連携した空き家相談会及びセミナーを開催し、流通・利活用を

検討している所有者等が必要な情報を得ることができる機会を提供します。 

 

３ 補助金・交付金制度等の活用検討 

国では、空き家住宅又は空き建築物を改修・活用して地域の活性化や地域コミ

ュニティの維持・再生を図る「空き家再生等推進事業」や、空き家の活用や除却

等を実施する市町村に対して重点的・効率的な支援を行う「空き家対策総合支援

事業」等を実施しています。町では、これらの補助金制度の活用を検討していき

ます。 

             

４ 空き家の除却 

管理不全による状態が進行し活用が困難な空き家については、除却を促すこ

とも有効な対策の一つとなります。 

その際、除却だけ進めると空き地の増加につながり、草木の繁茂やごみ等の不

法投棄を誘発するなど、別の問題が生じるおそれがあるため、跡地を未利用のま

まにせず、売却することや駐車場としての活用等を所有者等に促す方法を検討

します。 
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第５章 特定空家等に対する措置 

 

１ 特定空家等に対する措置の考え方 

特定空家等とは、以下の状態にある空家等を指します（空家法第２条第２項）。 

 

 

 

 

 

 

特定空家等についても私有財産であり、所有者等の責任において改善及び解

決を図ることが第一となります。 

 

２ 特定空家等の認定 

 特定空家等の認定は町長が行います。認定にあたっては「『特定空家等に対す

る措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」に準拠

するとともに、「二宮町特定空家等判定基準（仮称）」を定めることを検討します。 

 また、「特定空家等審査会（仮称）」を設置し、特定空家等の判定に係る審議に

あたり、専門家等第三者の客観的かつ公平な意見を聴取し、判断を行います。 

  

３ 特定空家等に対する措置の手順 

 空家法第 14条の規定に基づき、助言・指導、勧告、命令及び行政代執行の措

置を講じるための手順の検討を行います（次頁のフロー図参照）。 

また、上記手順の策定後には、手順により特定空家等と認定し、勧告をした特

定空家等については、固定資産税の住宅用地特例を解除するため、固定資産税担

当課へ情報提供を行います（表７）。 

 

表７ 固定資産税の住宅用地特例 

住宅用地の区分 住宅用地区分の範囲 
特例内容 

固定資産税 

小規模住宅用地 面積が 200㎡以下の部分 価格×1/6 

一般住宅用地 面積が 200㎡を超える部分 価格×1/3 

 

  

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 
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特定空家等に該当する 

おそれのある空家等の把握 

助言・指導 

（空家法第 14条第１項） 

勧告 

（空家法第 14条第２項） 

命令 

（空家法第 14条第３項） 

行政代執行 

（空家法第 14条第９項） 

特定空家等の認定 

（空家法第２条第２項） 

庁内関係部署 

町長 

固定資産税等に係る

住宅用地の特例解除 

二
宮
町
空
家
等
対
策
協
議
会 

報告 

固定資産税等に係る

住宅用地の特例解除

の可能性を示す 

特定空家等審査会 

（仮称） 

 答申 

諮問 

現地調査等 

所有者等の把握 

【特定空家等に対する措置のフロー図】 
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第６章 空家等対策の連携体制 

 

１ 空家等対策協議会 

 空家法第７条に則し二宮町空家等対策協議会（以下、「協議会」という。）を設

置し、本計画の変更や実施に関する協議を行います。 

 協議会の構成員は、町長のほか大学教授等学識経験者、弁護士、税理士、司法

書士、宅地建物取引士、土地家屋調査士、建築士、福祉関係者、関係行政機関、

地域住民の代表等です。 

 

２ 庁内関係部署との連携体制 

 空き家に関する問題は、ごみや樹木の繁茂、相続、土地や道路の権利等、多岐

に渡ります。町では複雑な問題に対応できるよう、庁内関係部署と連携をとり、

空き家問題の総合的な解決に努めます（表８）。 

 

表８ 庁内関係部署一覧 

相談内容 対応窓口 

空き家の総合窓口、空き家データベースの管理、 

空き家バンクに関すること、建物や土地・道路の問題に関すること 
都市整備課 

ごみ、雑草・樹木の繁茂、害虫・有害鳥獣等の防除に関すること 生活環境課 

高齢者福祉に関すること 高齢介護課 

防災・防犯に関すること 防災安全課 

税に関すること 戸籍税務課 

町民相談に関すること 地域政策課 

火災予防に関すること 消防課 
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【相談対応体系図】 
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住民・所有者等からの空き家に関する相談 

空き家対策担当課（都市整備課） 
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介
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環
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○空き家の総合窓口 

○空き家データベースの管理 

○空き家バンクに関すること 
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３ 外部団体等との連携体制 

 町では介入できない相隣関係、相続等の権利関係に関する問題、有効活用に関

する相談等に対応するため、専門家団体との連携による、効果的な相談体制の構

築を進めていきます（表９）。 

 

表９ 外部団体等との連携体制 

相談内容 専門家団体 

相続や権利関係等に関すること 神奈川県弁護士会 

税金に関すること 東京地方税理士会平塚支部 

相続や登記等に関すること 神奈川県司法書士会 

不動産の売買・賃貸等に関すること 
神奈川県宅地建物取引業協会 

全日本不動産協会神奈川県本部 

土地の境界等に関すること 神奈川県土地家屋調査士会 

空き家の管理・活用等に関すること 神奈川県居住支援協議会 

高齢者福祉に関すること 二宮町社会福祉協議会 
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参考資料１ 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成二十六年十一月二十七日法律第百二十七号） 

 

（目的）  

第一条  この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住

民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を

保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空

家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二

項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進

するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推

進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条  この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住

その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に

定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを

除く。 

２  この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行

われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を

図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条  空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影

響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第四条  市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空

家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努める

ものとする。 

（基本指針） 

第五条  国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２  基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一  空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二  次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三  その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 
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３  国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４  国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第六条  市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するた

め、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」とい

う。）を定めることができる。 

２  空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一  空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家

等に関する対策に関する基本的な方針 

二  計画期間 

三  空家等の調査に関する事項 

四  所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五  空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促

進に関する事項 

六  特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条

第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第

十項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する

事項 

七  住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八  空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九  その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３  市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

４  市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、

情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第七条  市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため

の協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２  協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の

議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村

長が必要と認める者をもって構成する。 

３  前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 

第八条  都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関
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しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び

技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならな

い。 

（立入調査等） 

第九条  市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者

等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うこ

とができる。 

２  市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、

当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせるこ

とができる。 

３  市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場

所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を

通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、

この限りでない。 

４  第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５  第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条  市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する

情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行

のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的の

ために内部で利用することができる。 

２  都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもの

のうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用

する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関

するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行の

ために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３  前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関

係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な

情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条  市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は

賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適

切に管理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関するデー

タベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずる
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よう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条  市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に

対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条  市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う

者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供

その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条  市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修

繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置

すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそ

れのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）を

とるよう助言又は指導をすることができる。 

２  市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家

等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶

予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために

必要な措置をとることを勧告することができる。 

３  市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る

措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当

の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４  市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命

じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び

提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に

意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５  前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長

に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６  市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項

の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行

わなければならない。 

７  市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によ

って命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前

項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８  第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な

証拠を提出することができる。 

９  市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜ
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られた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の

期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三

号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせ

ることができる。 

１０  第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措

置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは

指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める

手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担におい

て、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までに

その措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置

を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１１  市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国

土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１２  前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。

この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨

げてはならない。 

１３  第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三

章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４  国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施

を図るために必要な指針を定めることができる。 

１５  前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交

通省令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条  国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対

策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対す

る補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２  国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に

基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置

その他の措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第十六条  第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下

の過料に処する。 

２  第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以

下の過料に処する。 
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附 則  

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、

公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘

案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとする。 
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参考資料２ 

 

二宮町空家等対策協議会条例 

 

（趣旨及び設置） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年法律第 127号。

以下「法」という。）第７条第１項の規定に基づき、二宮町空家等対策協議会（以下

「協議会」という。）を設置し、その組織並びに運営に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。 

（１） 法第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実 

施に関すること。 

（２） 空家等対策の推進に関すること。 

（３） その他町長が必要と認める事項に関すること。 

（組織等） 

第３条 協議会は、15人以内で組織する。 

２ 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１） 地域住民の代表者 

（２） 学識経験者 

（３） 関係行政機関の職員 

（４） その他町長が必要と認める者 

３ 委員の任期は２年とする。ただし、再任することができる。 

４ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出するものとする。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

 （守秘義務） 

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様
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とする。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、都市部都市整備課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議

会に諮って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 30年４月１日から施行する。 

（特別職員報酬費用弁償の額並びに支給方法条例の一部改正） 

（略） 
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参考資料３ 

 

二宮町空家等対策検討委員会設置要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、二宮町空家等対策検討委員会（以下「委員会」という。）の設置、

組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 （１） 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年法律第 

127号。以下「空家法」という。）第２条第１項に規定する空家等をいう。 

（２） 空家等対策計画 空家法第６条第１項に規定する空家等対策計画（以 

下「計画」という。）をいう。 

 （設置） 

第３条 計画の検討及び空家等に関する対策に必要な事項を検討するため、委員会を設

置する。 

（所掌事項） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

（１） 計画の内容検討及び空家等対策の施策の検討に関すること。 

（２） 空家等の現状把握及び適正管理等への取り組みに関すること。 

（３） その他町長が必要と認める事項に関すること。 

 （組織） 

第５条 委員会は、委員 10名以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１） 空家等対策について識見を有する者 

（２） 地域住民代表者 

（３） 空家等対策に関係する他の行政機関の職員 

（４） その他町長が必要と認める者 

３ 前項第３号に掲げる委員については、委員会に代理人を出席させることができる。 

 （報償費） 

第６条 委員が委員会に出席した場合は、報償費を支給する。 

２ 前項に規定する報償費は、出席に応じ、予算の範囲内で支給する。ただし、前条第

２項第３号に規定する者にあっては、報償費を支給しないものとする。 

 （会長及び副会長） 

第７条 委員会には、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 
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２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第８条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 会議の傍聴は、委員会の決定をもってできるものとし、その要領は別に定める。 

 （意見の聴取） 

第９条 会長は、会議の運営上必要があると認められるときは、委員以外の者 を会議

に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第 10条 委員会の庶務は、政策総務部企画政策課で処理する。 

 （委任） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に必要な事項は、会長が委員

会に諮って定める。 

 

   附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 
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二宮町空家等対策検討委員会委員名簿 

氏  名 選出母体 

齊藤 広子 横浜市立大学国際総合科学部 

杉本 和人 神奈川県司法書士会 

松木 勝一 神奈川県土地家屋調査士会 

内海 亮洋 神奈川県建築士事務所協会平塚支部 

矢部 眞澄 全日本不動産協会神奈川県本部西湘支部 

栁田 晋 神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部 

下條 博史 二宮町社会福祉協議会 

美和 悟 二宮町地区長連絡協議会 

八木 望 横浜地方法務局西湘二宮支局 

羽太 美孝 神奈川県県土整備局建築住宅部住宅計画課 
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参考資料４ 

 

二宮町空家等対策計画の策定経過 

年 月  日 内  容 

平成 29 年 
3 月 27 日（月） 第１回二宮町空家等対策検討委員会議 

6 月 29 日（木） 課長会議 

6 月 30 日（金） 第２回二宮町空家等対策検討委員会議 

9 月 28 日（木） 課長会議 

10 月 11 日（水） 第３回二宮町空家等対策検討委員会議 

11 月 7 日（火） 政策会議 

12 月 8 日（金） 第４回二宮町空家等対策検討委員会議 

12 月 19 日（火） 政策会議 

12 月 27 日（火） 課長会議 

平成 30 年 1 月 5 日（木）～1 月 25 日（金） 町民意見募集 

2 月 6 日（火） 政策会議 

3 月 二宮町空家等対策計画策定 

 

 

 

 

 

 


